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命 令 書

再 審 査 申 立 人 三多摩合同労働組合

同 東京都多摩市

Ｂ

再 審 査 被 申 立 人 中央大学生活協同組合

主 文

１ 初審命令主文第６項のうち、平成１４年度総代会におけるＣ専務理事の

発言に係る申立てを棄却した部分を取り消し、次のとおり命令する。

再審査被申立人中央大学生活協同組合は、本命令書受領の日から１週間

以内に、下記内容の文書を再審査申立人三多摩合同労働組合に交付しなけ

ればならない。

記

年 月 日

三多摩合同労働組合

執行委員長 Ｄ 殿

中央大学生活協同組合



- 2 -

代表者理事 Ｆ ㊞

当生協のＣ専務理事が、平成１４年６月２５日に開催された当生協の

平成１４年度総代会において、貴組合について「争議行為をして相手を

屈伏させ解決金を取るという恐喝のプロ集団というように認識してい

る」等の発言を行ったことは、貴組合の組織運営に対する支配介入であ

り、労働組合法第７条第３号の不当労働行為であると中央労働委員会に

よって認定されました。

今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。

（ 注）年月日は交付の日を記入すること）（

２ その余の本件再審査申立てを棄却する。

理 由

第１ 事案の概要

１ 本件は、中央大学生活協同組合（以下「生協」という ）の次の行為が不。

当労働行為であるとして、三多摩合同労働組合（以下「組合」という ）及。

び生協の定時従業員である組合員Ｂ 以下 Ｂ といい 組合と併せて 組（ 「 」 、 「

合ら」という ）が、東京都労働委員会（以下「東京都労委」という ）に。 。

救済申立てをした事件である。

(1) 東京都労委１３年（不）第９４号事件（平成１３年１２月２０日申立

て。以下、平成の元号は省略する ）。

ア Ｂに対して、１２年１２月２１日付け、１３年５月２８日付け及び

同年６月１１日付けで懲戒処分を行ったこと（以下、それぞれの懲戒

「 」、「 」 「 」処分を 第１次懲戒処分 第２次懲戒処分 及び 第３次懲戒処分
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という 。。）

イ １３年度の雇用契約更新に当たって、Ｂが所定労働日を特定するよ

う求めたところ、生協が１３年３月６日に手交した契約書においてＢ

の年間所定労働日を大幅に削減したこと。

ウ Ｂの１２年度冬期慰労金（支払日：１２年１２月５日）及び１３年

度夏期慰労金（支払日：１３年７月６日）を削減し、１２年度期末手

当（支払日：１３年３月３０日）を支給しなかったこと。

エ Ｂに対して、１３年８月１日付け（実施の発令は同年１１月１５日

付け）で配置転換を命じたこと（以下「本件配転命令」という 。。）

(2) 東京都労委１５年（不）第６９号事件（１５年６月２３日申立て）

ア 組合が申し入れたＢに対する懲戒処分及び本件配転命令を議題とす

る団体交渉を、裁判所及び労働委員会に係属していることを理由とし

て拒否したこと。

イ １４年６月２５日に開催された生協の１４年度総代会（以下「１４

年度総代会」という ）にＢを出席させなかったこと。。

ウ 生協のＣ専務理事（以下「Ｃ専務理事」という ）が、１４年度総代。

会の席上で、組合らを誹謗・中傷する発言等を行ったこと。

(3) 東京都労委１７年（不）第６４号事件（１７年８月２３日申立て）

ア Ｂに対して１７年４月９日付けで生協定時従業員としての身分を喪

失したとする通知書を送付したこと（以下「本件雇用関係終了通知」

という 。。）

、イ 組合が申し入れたＢの１７年度雇用契約問題等に関する団体交渉を

Ｂの生協定時従業員としての身分喪失により組合は団体交渉権を喪失

したことを理由として拒否したこと。

２ 組合らが請求する救済の内容の要旨は、次のとおりである。

(1) 東京都労委１３年（不）第９４号事件
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ア Ｂに対する第１次懲戒処分、第２次懲戒処分及び第３次懲戒処分を

撤回すること。

イ Ｂに対し、１２年度冬期慰労金２７，０００円及び同年度期末手当

５，０００円を支給すること。

ウ Ｂとの間の１３年３月６日付け労働契約書の内容を従前どおりの内

容に戻すこと。

エ Ｂに対する本件配転命令を撤回すること。

オ 陳謝文の交付、掲示及び全従業員への配付

(2) 東京都労委１５年（不）第６９号事件

ア 本件配転命令についての団体交渉を、裁判所及び労働委員会に係属

していることを理由として拒否しないこと。

イ 総代会へのＢの出席を妨害しないこと。

ウ １４年度総代会におけるＣ専務理事の発言について、生協発行の広

報誌に救済を命じる旨の命令文（救済命令の場合）を掲載・謝罪し、

組合らの見解を掲載すること。また、総代会において、命令内容を議

案書に記載し、報告・謝罪し、組合らの見解を述べる機会を与えるこ

と。

エ Ｂの１３年度夏期慰労金を、就業規則上の支給基準に従い、平均的

査定で支給すること。

オ 陳謝文の交付、掲示及び全従業員への配付

(3) 東京都労委１７年（不）第６４号事件

ア Ｂに対する雇止め解雇を撤回し、書籍事業部図書館係（以下「図書

館係」という ）に復職させること。。

イ Ｂと生協との間に雇用関係があるものとして取り扱い、１３年８月

１日以降、復職までの期間の賃金相当額を年５分の利息を付して支払

うこと。
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ウ Ｂの就労場所を主たる議題とする組合からの団体交渉の申入れを拒

否しないこと。

エ 陳謝文の交付、掲示及び全従業員への配付

３ 初審東京都労委は、前記各事件を併合して審査を行い、１９年１月３０

日、生協に対し、①Ｂに対する第１～３次懲戒処分がそれぞれなかったも

のとして扱うこと、②Ｂに対し、１２年度期末手当について、査定が平均

値であったものとして支給額を是正し、是正により支払われるべき額と既

に支払われた額との差額を支払うこと、③組合に対する文書交付、④履行

報告を命じ、⑤１２年度冬期慰労金に関する申立てを却下し、⑥その余の

申立てを棄却した。

４ 組合らは、１９年２月１３日、東京都労委の命令（以下「初審命令」と

いう ）を不服とし、初審命令で棄却された部分のうち、①本件配転命令、。

②生協が１４年度総代会にＢを出席させなかったこと、③Ｃ専務理事が

１４年度総代会の席上で組合らを誹謗・中傷する発言等を行ったこと、④

本件雇用関係終了通知及び⑤生協がＢの１７年度雇用契約問題等に関する

団体交渉を拒否したことは不当労働行為に該当するとして、再審査を申し

立てた。

なお、組合らは、初審命令で却下された１２年度冬期慰労金及び棄却さ

れた１３年度夏期慰労金に関する申立てについては、再審査申立てをして

いない（１３年度雇用契約の年間就業日数を大幅に削減したこと及び配置

転換問題に関する団体交渉に誠実に応じなかったことに対する初審命令主

文第３項の文書交付命令についても、再審査において不服の主張はしてい

ない 。。）

５ 生協は、１９年２月１３日、初審命令を不服として、初審命令の救済部

分の取消し及び組合らの申立ての棄却ないし却下を求めて再審査を申し立

てた（１９年(不再)第６号事件）が、１９年７月１８日付けで再審査申立
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てを取り下げた。

第２ 争点

１ 本件配転命令は、労働組合法第７条第１号及び第３号の不当労働行為に

該当するか否か。

２ 生協が１４年度総代会へのＢの出席を拒否したことは、労働組合法第７

条第１号及び第３号の不当労働行為に該当するか否か。

３ １４年度総代会におけるＣ専務理事の発言は、労働組合法第７条第３号

の不当労働行為に該当するか否か。

４ 本件雇用関係終了通知は、労働組合法第７条第１号及び第３号の不当労

働行為に該当するか否か。

５ 生協が、組合がＢの１７年度雇用契約問題等に関し１７年４月２６日付

け、同年５月３１日付け及び同年７月１４日付けで申し入れた団体交渉を

拒否したことは、労働組合法第７条第２号の不当労働行為に該当するか否

か。

第３ 当事者の主張の要旨

１ 組合らの主張

(1) 本件配転命令について

ア 本件配転命令は不当であること

生協の図書館職場においては、本件配転命令まで定時従業員の配置

転換はないという慣習が確立していた。また、本件配転命令が出され

た１３年度の雇用契約書には、従来と違い 「勤務場所」が明記されて、

おり、特約のある労働契約とみるべきである。

したがって、本件配転命令はＢの同意なく行われたもので無効であ

り、Ｂが書籍事業部書籍店外売係（以下「外売係」という ）への配転。
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命令を拒否したことは正当なものである。

イ 本件配転命令の理由には根拠がないこと

(ｱ) 生協の主張する本件配転命令の理由には、次のとおり、いずれも

根拠がない。

すなわち、①「就業時間中の私語とミスの多発」については、生

協が初審命令を受け入れた結果、就業時間中における私語及びミス

の多発を理由とする第３次懲戒処分は不当労働行為であると認め、

他のパートと比較して私語及びミスの多発は存在しなかったのであ

るから、この理由には根拠がなく、②「職場環境の悪化」について

は 仮にあったとしても その原因は 生協のＧ担当係長 以下 Ｇ、 、 、 （ 「

係長」という ）から受けたミスの指摘に対するＢの反抗的な態度に。

あるのではなく、Ｂ排除を目的に行った生協の組織的な不当労働行

。 、 「 」 、 、為にある また ③ 外売係のパートの必要性 については 当時

図書館係への増員ないしは正規従業員の配転が予定されており、外

売係におけるパートの増員の必要性はなかったのである。

、 、(ｲ) 本件配置転換は 収入減・降格などの経済的不利益性はなくとも

Ｂに対し精神的な不利益を与え、また、同人の組合活動に不利益を

与えるものであった。

ウ 本件配転命令は不当労働行為であること

本件配転命令の真の理由は、Ｂの組合員としての影響力が図書館係

の定時従業員に浸透するのを恐れた生協が、Ｂを図書館から排除する

ことで同人の組合活動を抑圧し、図書館係の他の定時従業員と分断を

図るとともに、今後図書館での定時従業員の抵抗を沈静化させること

にあった。よって、本件配転命令は、労組法７条１号及び３号の不当

労働行為である。

(2) １４年度総代会へのＢの出席拒否について
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初審命令の、生協がＢの総代会出席を妨げたことは「従業員としての

労働条件等に関する措置ではない」との判断は誤りである。総代会が生

協組合員という資格があって初めて出席が許されるものとはいえ、同時

に労働組合としてその資格を得てこれに参加することは労働組合活動の

。 、 、一環として正当な行為である よって 総代会への出席を妨害したのは

、 、Ｂに対する不利益取扱いであり 組合活動に対する支配介入であるから

労組法７条１号及び３号の不当労働行為である。

(3) １４年度総代会におけるＣ専務理事の発言について

総代会は生協が主催する会議であって、生協は、大学関係者の９割以

上が加入する３万人にも及ぶ組合員を抱えるマンモス職域生協であり、

、その代議員によって構成される総代会の発言趣旨は代議員を通じて学生

教職員、生協従業員に伝えられるものである。したがって、総代会は、

生協内部の会議といえども事実上は大学構成員に広く影響を与え得るも

のであり、Ｃ専務理事の総代会における発言はその影響力を認識した上

で敢えてした発言ととらえるべきである。

また、１４年度総代会におけるＣ専務理事の発言がなされたのは、本

件配転命令について団体交渉が決裂し、争議の長期化する気配が出てき

た時期であり、生協にとっては何としても組合の行動を沈静化させたい

時期であった。

初審命令も判断するとおり、総代会の発言は「Ｂや組合に対する強烈

な嫌悪の意思を推測させるものといわざるを得ない」ものであり、Ｂ及

び組合に対する度を超した誹謗中傷発言として、明らかな支配介入に当

、 。たり 労組法７条１号及び３号の不当労働行為であることは明白である

(4) 本件雇用関係終了通知について

最高裁決定により本件配転命令の有効性が確定したとはいえ、Ｂは図

書館係での就労の意思表示をしており、外売係の就労場所には合意して
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いない。また、本事件が労働委員会において係属中であり、生協とＢの

間では就労場所について争いがあったのである。そのような中で、Ｂに

外売係を就労場所とする雇用契約書を送付し、Ｂがその内容には応じら

れないとしたことをもってＢが自ら雇用関係を喪失させたとする生協の

主張は、Ｂの退職を擬制する主張である。雇用契約を一方的に破棄＝雇

止め解雇したのは生協である。

初審命令も認めているように生協はＢ及び組合に対して、一貫して不

当労働行為意思があったことをみれば、本件雇用関係終了通知はＢを生

協から排除しようとするためのものであり、労組法７条１号及び３号の

不当労働行為である。

(5) １７年度雇用契約問題等に関する団体交渉について

組合が生協に求めた団体交渉は、雇用契約問題を唯一の議題とするも

のではなく、３度にわたる懲戒処分を含む生協の一連の不当労働行為を

議題とするものである。よって、組合との一切の団体交渉を拒否すると

いう生協の姿勢が是認される理由はない。

また、Ｂは１３年８月以降就労しておらず４年近いブランクがあると

いう事情に照らせば、Ｂの就労に当たって、条件整備のための団体交渉

は不可欠であり、本件配転命令の有効性が法的に確定したとしても、生

協は、Ｂに就労を命じるに当たり、組合の申し入れた団体交渉に誠実に

応じるべき義務があったというべきであり、それを拒否したことは労組

法７条２号の不当労働行為に当たる。

２ 生協の主張

(1) 本件配転命令について

本件配転命令が有効であることは、民事訴訟において既判力をもって

確定しており、その手続及び結論の正当性、妥当性に疑いはなく、労働

委員会の審査においてもその結論は尊重されるべきである。
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また、実質的にも、本件配転命令は、第１～３次懲戒処分とは関係な

く、合理的理由に基づいてなされたものであるし、Ｂの配置転換先につ

いて生協は十二分に配慮して、図書館係の業務内容と非常に近く、すぐ

に業務に慣れることが可能な外売係とし、勤務時間等のその他の労働条

件も一切変更せず、通勤時間も変わらないのでＢにとって不利益は全く

ない。外売係と図書館係の職場の距離も数十メートルしか離れていない

ので、同人の労働組合活動を阻害することも全くない。

このように、本件配転命令は、労組法７条１号にいう不利益取扱いに

該当せず、労組法７条３号にいう支配介入にも該当し得ない。

(2) １４年度総代会へのＢの出席拒否について

生協組合員は、定款により、総代会の承認と議長の許可があれば発言

が認められることになっているが、それは生協組合員の立場での１４年

度総代会の議案に関する発言の機会であり、生協の定時従業員あるいは

労働組合員としての立場での発言の機会ではない。また、１４年度総代

「 」 。会の議案ではない 争議についての報告 に関する発言の機会でもない

その機会が与えられなかったとすれば、すなわちそれは生協組合員とし

ての立場において１４年度総代会の議案に関する発言の機会を与えられ

、 、なかっただけで 生協パート従業員として不利益を被ったわけではなく

労働組合活動が阻害されたわけでもない。

このように総代会出席拒否は、労組法７条１号にいう不利益取扱いに

該当せず、労組法７条３号にいう支配介入にも該当し得ない。

(3) １４年度総代会におけるＣ専務理事の発言について

１４年度総代会におけるＣ専務理事の発言は、総代に対する経営側の

説明責任を果たすため、争議の経過と状況等の事実を報告するだけのも

ので、組合らを誹謗中傷するものでもなく、予断と偏見を与える意図で

なされたものでもない。また、労働組合活動を阻害する意図でなされた
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ものでもない。争議が長引いていることの理由について説明をするため

には組合らの性格について触れなければならないし、そのために当時学

内外で一般的に言われていた事実を報告したにすぎない。生協の総代会

という限られた会の席において、既に学内外で知られていた事実を報告

したにすぎないので、そのことにより労働組合活動に具体的な影響があ

るということは考えられない。

このように、Ｃ専務理事の発言は、労働組合活動を阻害する意図もな

く、実際に労働組合活動に全く影響を与えておらず、労組法７条３号の

支配介入に該当し得ない。

(4) 本件雇用関係終了通知について

生協は、本件配転命令が正当であることが裁判により法的に確定した

ことを前提として、Ｂに対し、配置転換先である外売係を就労場所とし

た雇用契約の締結及び外売係での就労を、期日を定めて二度命じたが、

Ｂは二度ともこれを無視し、何の連絡もしなかった。Ｂは自らの意思で

雇用契約を締結しなかったので、さらに生協から雇用関係終了の通知を

したのである。本件雇用関係終了通知はこのような経過に基づいてなさ

れたものであるから、労組法７条１号の不利益取扱いに該当せず、同条

３号の支配介入に該当することなどあり得ない。

なお、Ｂが生協と雇用関係にないこと及び生協が同人に対し雇用関係

終了通知をするに至った経緯が不当労働行為に当たらないことはいずれ

も民事訴訟において確定しており、労働委員会においてもその結論は尊

重されるべきである。

(5) １７年度雇用契約問題等に関する団体交渉について

生協と組合は本件配転命令について８回も団体交渉を重ねてきたが、

何の進展もなく、また、解決の方向性すら見出すことができずに決裂し

たため、最高裁決定によって、本件配転命令の有効性が確定した。この
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ような経過があるのだから、生協は本件配転命令を明確に拒否して図書

館係での就労のみを前提とし、司法判断を無視することを求める団体交

渉に応じる法的義務を負うものでないことは明らかである。

したがって、生協には団体交渉を拒否することについて労組法７条２

号にいう正当理由がある。

第４ 当委員会の認定した事実

、 「 」 、当委員会の認定した事実は 初審命令理由第２ 認定した事実 のうち

、 、その一部を次のとおり改めるほかは 当該認定した事実と同一であるので

これを引用する この場合において 当該引用する部分中 申立人 を 再。 、 、「 」 「

審査申立人」と 「被申立人」を「再審査被申立人」と 「本件申立時」を、 、

「本件初審申立時」と 「定時従業員就業規定」を「定時従業員就業規程」、

と、それぞれ読み替えるものとする。

（ 、 「 」 。）１ 第２の２(1) 初審命令書５頁 以下 初審命令書 との記載を省略する

中 「雇用契約は１４年３月３１日までの間 」を「雇用契約は１４年２月、 、

末日までの間 」に 「勤務日数は週５日で 」を「勤務日数は、採用当初は、 、 、

、 、 、」週５日であったが ８年度及び９年度は週３日 １０年度以降は週４日で

に改める。

２ 第２の２(2)（５頁）中 「生協総務部のＭ係長は 」を「生協図書館係の、 、

Ｍ係長は 」に 「上司であるＧ（当時の役職は主任で、１２年に係長代行、 、

となって図書館の定時従業員を統括する立場に立ち、１３年に係長となっ

た 」を「Ｇ（当時の役職は主任。７年から和書担当としてＢの上司であっ。

、 、 。たが ９年に洋書担当となり この時点ではＢの直接の上司ではなかった

、１２年に担当係長代行となって図書館の定時従業員を統括する立場に立ち

１３年に担当係長となった 」に改める。。

３ 第２の２(4)（６～７頁）中 「これに対してＢは 」を「これに対してＢ、 、
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らは 」に改め 「生協従業員も生協の食堂を半額補助で支給される食券で、 、

利用できることになっているが 」の次に「１０年に作成された」を 「Ｇ、 、

係長は利用禁止である旨を特に徹底していなかったし 」の次に「同マニュ、

アルが作成される前は 」を加える。、

４ 第２の２(10)（１２頁）中 「 定時従業員の就業および給与に関する規、『

定 」を「第１次懲戒処分がなされた当時の定時従業員就業規程」に 「譴』 、

責に関する規定はない 」を「譴責に関する規定はなかった（１３年３月に。

改正され、譴責に関する項目が付け加えられた 」に改める。。）。

５ 第２の４(5)（１７頁）中 「Ｂは、このような話合いは一体何なのかと、

質問したが、答えはなく、事情聴取の結果を一週間後の５月２８日に報告

すると告げられた 」を「この中で、Ｂが『これは何の会議なんですか？』。

と尋ねたのに対し、Ｈ事業部長らは 『あなたに事実確認をしているという、

ことです 『雇用保険被保険者証を提出してくださいよというお話しして。』、

いるにもかかわらず、あなたの方で提出しなかったということなんで、…

、 、 。』 。… 生協としては 非常に重大に受け止めているんですよ などと答えた

最後に、Ｈ事業部長はＢに対し、この日の経過を踏まえて処分を決定し、

生協としての意思表示を一週間後の同月２８日にＧ係長を通して行うと告

げた 」に改める。。

６ 第２の５(3)（２０頁）中 「Ｂも有給休暇を取得して参加した 」を「Ｂ、 。

も勤務終了後に参加した 」に改める。。

７ 第２の５(5)（２１～２２頁）中 「自分宛になっている文書を自分に知、

らせずに掲示するのはおかしいなどと抗議した 」を「自分あてになってい。

る文書なのだから自分に出すべきだなどと抗議した 」に改める。。

（ ） 、「『 、 、８ 第２の６(1) ２２～２３頁 中 今日 ９月の人事異動の内示があり

Ｂさんは９月から書籍店外売係へ異動となった。明日１０時に印鑑を持っ

て出社するように 』と告げた。Ｂが 『７月２７日から９月１６日まで休。 、
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業日とされていたため、８月１日には既に予定を入れており、都合がつか

ない 』と言ったところ 」を「この日生協の定期人事異動の内示があり、。 、

Ｂは外売係へ異動することになり、翌日（同年８月１日）辞令を交付する

ので、午前１０時半に印鑑を持参して生協会議室に来るよう伝えた。これ

に対し、Ｂが、同日は既に予定があるので行けないと述べたところ 」に、、

「（ ） 、 。」配転は 定時従業員契約内容に違反するものであり 受入れられない

を「この辞令は、……定時従業員契約書内容に違反するものであり、納得

できるものではない。以上の理由により、私は今回の辞令を拒否する 」に。

改める。

９ 第２の６(4)（２４頁）中 「２か月の間に図書館職場復帰にむけ、生協、

側が努力することを前提に自宅待機に同意する旨回答し、生協も大筋でこ

れに同意した 」を「同月１５日付けで、生協側がこの２か月の間にＢの図。

書館の原職に復帰できる条件整備を行うことを前提に生協の上記提案を受

け入れる旨回答した。この点について、生協は、同月１６日付けで、図書

館の混乱解決のためさらに努力する旨回答したのに対し、組合は、同月

１７日付けで 『組合の１５日付回答書と同内容と理解します 』と回答し、 。

た 」に改める。。

10 第２の６(8)（２６頁）中 「組合は、労働委員会、裁判と平行して団体、

交渉を継続したいと述べたのに対し 」を「組合は、両者の主張に隔たりが、

あるので生協が経営的な判断で歩み寄るしかない旨、両者の主張はだいた

い出尽くして団交の余地がない旨、組合は労働委員会や裁判の結論に左右

されない旨などを述べ、労働委員会、裁判と平行して団体交渉を継続した

いと告げたのに対し 」に改める。、

11 第２の６(10)（２６～２７頁）中 「東京地方裁判所八王子支部」の次に、

「 以下「東京地裁八王子支部」という 」を加え、２７頁の「１１月２６（ 。）

日 」を「１２月２０日 」に改める。、 、
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12 第２の７(5)②オ（３１頁）中 「仕事の場所・内容」を「仕事の内容・、

場所」に改める。

13 第２の８(1)を(2)、(2)を(3)と繰り下げ、新たに(1)として次のとおり加

える。

「(1) 生協においては、消費生活協同組合法第４７条の規定により総代会

がおかれ（定款第４２条 、生協理事長は、毎事業年度１回通常総代会）

を召集しなければならないことになっており（同第４６条 、毎事業年）

度の事業計画の設定及び変更については総代会の議決を経なければな

らないこととされていた（同第５１条３号 。また、総代会の招集手続）

については、少なくとも５日前までに日時・場所・会議の目的たる事

項を記載した書面を総代に通知して行わなければならないものとされ

ていた（同第４７条 。）

１４年度総代会については、１４年６月１８日付けで、第７７回通

常総代会として、次の事項を議題として、同月２５日に生協食堂北側

ホールにおいて開催されることが通知された。

『第１号議案 ２００１年度活動報告及び決算報告の承認に関する

件

第２号議案 ２００１年度剰余金処分案の承認に関する件

第３号議案 ２００２年度活動方針案及び予算案の承認に関する

件

第４号議案 ２００２年度借入金の最高限度額の設定に関する件

第５号議案 役員及び委員会委員の改選に関する件』

なお、労働問題に関する事項は総代会の議題として取り上げられる

事項ではないが、１４年度総代会においては、同総代会の６日前に行

われた常務理事会の決定により、同総代会終了後にＣ専務理事から争

議の経過と現状を報告することになっており、その内容については同
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専務理事に一任されていた 」。

14 上記13で改めた第２の８(2)（３２頁）の末尾に次のとおり加える。

「 なお、生協組合員の資格及び組合員の発言権については、定款に次の

とおり規定されており Ｂが生協の定時従業員として雇用された当時 ５、 （

年２月）の定時従業員就業規程には「定時従業員の方は、組合（生協）

に加入していただくことになります」と規定されていた（同規定は１３

年３月の定時従業員就業規程改正時に削除されている 。。）

『第８条（組合員の資格）

本組合の組合員となることができるものは左に掲げるものとする。

１ 学校法人中央大学及びその大学内の諸団体に勤務するもの

２ 学校法人中央大学が設置する学校の学生生徒

第５６条（組合員の発言権）

組合員が総代会に出席して発言を求めたときは議長は総代会の承認

を得てこれを許可することができる 」。』

15 上記13で改めた第２の８(3)（３２頁）の末尾に次のとおり加える。

「 なお、定款上、総代会の議事録には議事の要領を記載することとされ

ているが（定款第５２条３号 、１４年度総代会の議事録には、Ｃ専務理）

事が発言したことについての記載はない 」。

16 第２の８(4)として次のとおり加える。

(4) 生協において 総代の総定数は１００名以上１５０名以下とされ 定「 、 （

款第４３条 、総代会は総代の３分の１以上が出席しなければ開催する）

ことはできないものとされていた（同第４８条１項 。）

１４年度総代会当時、総代数は１３５名であり、その内訳は、学生

総代６０名、大学院生総代５名、教員総代２０名、大学職員総代３５

名、生協従業員総代１５名であり、生協従業員総代の内訳は、経営側

、 。 、 、７名 従組側８名であった １４年度総代会には 総代６２名のほか
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学生である生協組合員１名が傍聴人として出席していた。

なお、総代会の書記は、慣例により従業員から選出されることにな

っており、１４年度総代会においてはＪ係長ほか１名が選出されてい

た 」。

17 第２の８(5)として次のとおり加える。

「(5) 上記６(11)認定の１４年７月５日に開催された第３次懲戒処分の事

実関係を議題とする団体交渉の中で、組合は、生協法上、総代会への

組合員の出席を拒否することはできないはずであるとして、１４年度

総代会へのＢの出席拒否に対し抗議する旨の「抗議申入書」を読み上

げ、生協に渡した。

これに対して、生協のＫ理事（以下「Ｋ理事」という ）は、Ｂは生。

協と雇用契約を締結していないから生協の定時従業員ではなく、生協

の組合員でもないと理事会で判断した旨発言し、Ｆ理事は、生協の見

解はＫ理事が発言したとおりであると応答した 」。

18 第２の９(4)（３４頁）を次のとおり改める。

「ア 組合は生協に対し、１７年４月２６日付け団体交渉申入書により、

『２００５年度雇用契約について』及び『処分・配転問題について』

を議題とする団体交渉を申し入れた。上記申入書において、組合は、

①Ｂ組合員には原職である図書館係で就労する意思があり、生協も配

転地位確認訴訟において『…本件労働契約は実質的には期間の定めの

ない契約に転化しており』と主張しているように契約更新がないから

といって生協定時従業員の身分が喪失したことにはならないこと、②

処分・配転等の不当な扱いに端を発した労働争議は、現在においても

未だ何も解決されておらず、争議を配転問題に矮小化せず直ちに抜本

的解決を図るべきであることなどを主張した。

これに対し、生協は、同年４月２８日付け回答書により、上記団体
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交渉申入れを拒否した。上記回答書において、生協は、①本年３月１

日の最高裁決定によりＢの就労場所が外売係であることは法的に争い

が無いこととなったこと、②生協はＢに対し、この決定に基づき１７

年度の労働契約の締結を求めたが、これにＢが応じなかったため、生

協はＢに対し、生協従業員としての身分を本年４月９日付けで喪失し

たことを通知したが、Ｂは法的に確定した就労場所を前提とする労働

契約を不服として締結を拒否したのであるから、明白な労働契約の更

新拒絶であること、③Ｂが生協従業員としての身分を喪失したことに

より、生協は組合の団交申入れに応じる義務はないなどと主張した。

イ その後、組合は生協に対し、１７年５月３１日付け及び同年７月

１４日付け団体交渉申入書において、Ｂ組合員は、就労場所を外売係

とする１７年度雇用契約の内容には同意できないとしただけであり、

雇用契約解除そのものを申し出たわけではないから、契約更新がない

からといって生協定時従業員の身分が喪失したことにはならないなど

として 『２００５年度雇用契約について』及び『処分・配転問題につ、

いて』を議題とする団体交渉を申し入れた。

これに対し、生協は、１７年６月４日付け及び同年７月１９日付け

回答書において上記各団体交渉申入れを拒否した。生協は、上記１７

年７月１９日付け回答書において、裁判所の判断が確定するまでＢが

雇用契約を締結しなくても生協定時従業員としての地位を認めてきた

が、最高裁の決定により就労場所についての争いが法的に解決された

以上、Ｂが確定された就労場所を内容とする雇用契約の締結を拒否す

る理由はもはや全くなくなった。それにもかかわらず、就労場所が不

服であるとして雇用契約の締結を拒否することは、契約締結自体の拒

否であると主張した 」。

19 第２の９(4)の次に(5)として次のとおり加える。
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「(5) １８年７月２７日、生協は、Ｂに対し、懲戒解雇ないしＢの辞職な

どを理由として雇用関係不存在確認訴訟を東京地裁八王子支部に提起

し、これに対して、Ｂは、生協に対し、懲戒解雇は不当労働行為であ

るなどとして生協の従業員たる地位の確認を求めて反訴を提起した の（

ちに生協が提起した雇用関係不存在確認訴訟は取り下げられた。）。

、 、 。１９年１月３１日 東京地裁八王子支部は Ｂの反訴請求を棄却した

これに対し、Ｂは控訴したが、同年６月６日、東京高裁は、Ｂの控訴

を棄却した。さらに、Ｂは最高裁判所に上告受理申立てを行ったが、

同年１１月８日、同裁判所は、上告審として受理しないと決定した 」。

第５ 当委員会の判断

１ 本件配転命令は不当労働行為に該当するか否か（争点１）について

(1)ア 組合らは、１３年８月１日付け（実施の発令は同年１１月１５日付

け）で生協が行ったＢに対する本件配転命令は、Ｂに対する不利益取

扱いであり、支配介入の不当労働行為に当たるとして、まず、①図書

館職場には配置転換はないという慣行に違反し、また、②Ｂの勤務場

所を明記した１３年度雇用契約書に反してなされたものであることを

挙げる（前記第３の１(1)ア 。よって、以下順次検討する。）

イ 生協においては、本件配転命令までの間、図書館係の定時従業員を

他の職場へ配置転換した例はなかったが、他の係の定時従業員を他の

職場へ配置転換した事例はあったことが認められる（前記第４でその

一部を改めて引用した初審命令理由(以下「初審認定事実」という。)

第２の７(5)②エ）ので、図書館職場の定時従業員を配置転換した例は

なかったとの一事のみをもって、図書館職場の定時従業員について配

置転換はないという慣行が確立していたとまでいうことはできない。

次に Ｂの１３年度雇用契約書には 仕事の内容・場所 として 変、 、「 」 「
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更なし 中央大学図書館における図書整理 と記載されていること 同（ ）」 （

７(5)②オ 、Ｂの１３年度雇用契約書にこのような「仕事の内容・場）

所」が明記されるに至った経緯は、同人が１３年度雇用契約の更新に

際し就業場所・業務内容等の明示を求め（同４(1)、(2) 、生協が従来）

記載しなかった事項であることをＢに告げつつ、わざわざ作り直して

記載したものであること（同４(2) 、また同契約書の末尾に「上記以）

外は 定時従業員就業規程の定めによると記載されていること 同７(5)」 （

②オ）からすると、定時従業員就業規程自体には「業務の都合上、職

場の変更を行なうことがあります 」との定めがみられることを考慮し。

ても、生協が１３年度の中間期においてＢの意思に反し就業場所・業

務内容を外売係に変更したことは、少なくとも同年度中の就業場所・

業務内容の変更は行われないとの期待に反する点で同人にとって不利

益な取扱いであったということができる。また、Ｂが８年以上従事し

てきた業務内容・勤務場所の変更を伴うという不利益な取扱いであっ

たということもできる。このことは、Ｂに命ぜられた配置転換先は同

一の書籍事業部内であり、図書館係とも密接な関連を有する外売係で

あってその業務は図書館への図書の納入関係等それまでの業務との関

連性・類似性が認められること、Ｂの給与、通勤時間において経済的

に不利益な変更がないものであることを考慮しても変わりないものと

解される。

(2) 上記のとおり、本件配転命令によりＢに対する不利益が生じたことが

認められるが、これが同人の組合活動等を理由とするものであるか否か

について、さらに検討する。

ア 生協は、本件配転命令の理由として、１３年９月１１日の第４回団

体交渉において、①所属長との信頼関係喪失による職場環境の悪化、

②Ｂの私語及びミス、③配転先である外売係における定時従業員の必
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要性等を挙げている（初審認定事実第２の６(3)、７(5)① 。これに対）

して、組合らは、上記理由はいずれも根拠がない旨主張するので（前

記第３の１(1)イ(ｱ) 、以下検討する。）

イ (ｱ) 職場環境の悪化（上記①の理由）について

組合らは、上記理由には根拠がないとして、職場環境の悪化が

あったとしても、その原因はＧ係長が中心となってＢの組合加入

や当時組合が行っていた生協との団体交渉などの組合活動を嫌悪

し、同人を図書館職場から排除することを目的に行った組織的な

不当労働行為にある旨主張する（前記第３の１(1)イ(ｱ) 。）

確かに、Ｇ係長は、Ｂの団体交渉における行為や発言、組合へ

の加入を批判する内容の「従業員組合抗議声明」文を１３年６月

１５日以降生協掲示板に掲載させ、同年７月１３日、上記「抗議

声明」への署名を定時従業員（従組の組合員ではない）に対し働

（ ） 、きかけたりしていること 初審認定事実第２の５(5) からすると

Ｇ係長は従組委員長ではあるものの、上記言動は図書館係での指

導的立場を利用したものとみるべき面もあるのであって、職場環

境悪化の一因はＧ係長の言動にもあったといわざるを得ない。ま

た、生協定時従業員の年次有給休暇に係る一連の経過（同２(2)、

(5)、(6)、(7)）をみると、生協側の年次有給休暇制度に対する理

解不足も明らかである。

しかしながら、他方でＢのＧ係長に対する態度をみると、①同

年４月２４日、Ｂが終業時間前に後片付けを始めたことについて

Ｇ係長が注意したことに対し反論したこと（同３(2) 、②同年７）

月１８日、従組の「抗議声明」文に関して、Ｇ係長に対し就業時

間中も抗議を続けたこと（同５(5)）など、Ｇ係長に対する強い反

抗的態度を示しており、このようなＢの勤務態度には問題があっ
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たといわざるを得ない。また、Ｂと他の定時従業員との関係をみ

ると、同年６月８日にＢが組合に加入した以降、同僚の一人がＢ

に対し「団交などもうこれ以上ゴタゴタを起こさないでほしい」

と言ったことや、同僚たちが昼食時にＢを避けるようになったこ

と（同５(2)）が認められる。

上記各事実からすると、本件配転命令当時、ＢとＧ係長との関

、 、係は双方に原因があるとはいえ現実に極度に悪化しており また

Ｂと他の定時従業員との関係も同様に悪化していたと認められ、

これに伴って、図書館係における職場環境が悪化していたことが

推認される。

このような状況下において、生協が円滑な業務運営を図る必要

からＢをＧ係長の直接の指揮監督下から引き離し、別の職場に異

動させる必要性があると判断したことには一定の合理性が認めら

れる。したがって、本件配転命令は、所属長との信頼関係喪失に

よる職場環境の悪化によるものであるとの生協の主張には相当性

が認められ、組合らの主張は採用できない。

(ｲ) Ｂの私語及びミス（上記②の理由）について

生協は、①１３年９月２５日の第２回団体交渉において、Ｂと

他の定時従業員とのミスの数を比較することはできないと回答し

（初審認定事実第２の６(5) 、②生協が日報から作成した記録か）

らは、私語の頻度についてＢと他の従業員と頻度を比較すること

はできない（同７(1)）から、Ｂの私語やミスが他の従業員と比較

して多かったと認めることはできない。

しかし、Ｂの勤務状況からは私語及びミスが少なくなかったこ

とが窺われること（同７(1)）からすると、このことを本件配転命

令の理由の一つにしたことを強ち合理的根拠がないということも
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できず、組合らの上記主張は採用できない。なお、Ｂの私語及び

ミスを理由とする第３次懲戒処分を不当労働行為とした初審判断

（初審命令理由第３の５(3)）に関し、生協が再審査申立てを取り

下げたからといって、同人の私語及びミスが少なかったというこ

ともできない。

(ｳ) 外売係における定時従業員の必要性（上記③の理由）について

Ｂの配置転換先とされた外売係は、当時、定時従業員の補充を

必要としており、外売係の業務と図書館係の業務とは密接な関連

があって、図書館係での経験が生かせること（初審認定事実第２

の７(5)②ア、ウ)から、本件配転命令が外売係の定時従業員の必

要性に基づくものであったとの生協の主張にはそれなりの理由が

あるといわざるを得ない。

ウ 上記のとおりであるから、本件Ｂの配転命令に関し、所属長との信

頼関係喪失による職場環境悪化等によるものであるとの主張には相当

の理由があったということができる。

(3) 次に、本件配転命令とＢの組合活動の関連性等について検討する。

ア 組合らは、本件配転命令の真の理由は、Ｂを図書館から排除するこ

とで組合活動を抑圧しようとしたものである旨主張する（前記第３の

１(1)ウ 。これに対し、生協は、本件配転命令は業務上の必要に基づ）

いて行われたものであり、Ｂの組合活動を阻害することを意図したも

のではない旨主張する（同２(1) 。）

イ そこで、本件配転命令前後の労使事情についてみると、①１２年６

月以降、Ｂの年次有給休暇申請を巡って同人と生協との間に対立が生

じ（初審認定事実第２の２(5)、(6)、(7) 、同年８月下旬、Ｂの同僚）

である定時従業員Ｉが年次有給休暇を申請した際に、Ｃ専務理事はＩ

に対して「Ｂさんはイデオロギー的だ。宗教と同じで取りつかれてい
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る 」等の発言を行っていること（同２(7) 、②Ｂのユニオン加入当時。 ）

の１３年５月下旬には、Ｂと同僚が昼食を共にするのを生協従業員ら

が複数人のチームで数日間にわたって監視するなどしていたこと（同

３(4) 、③１４年度総代会においてＣ専務理事のＢに関する発言があ）

ったこと（同８(3)）からすると、生協は、定時従業員の労働条件の改

善を求めるＢの組合活動等に対し、強い反感ないし不快感を有してい

たことが容易に推認される。

(ｱ) しかしながら、本件配転命令はＢとその上司のＧ係長との対立関

係に起因する図書館職場の職場環境の悪化、Ｂの平常の執務態度等

を主な理由としてその当事者の一方について職場替えをしたものと

して一応の相当性が認められることは上記(2)に判断したとおりであ

る。

(ｲ) また、本件配転命令によりＢの図書館係における組合活動に影響

が生じたと認めるに足りる疎明はない。

(ｳ) さらに、本件配転命令については、外売係の就労場所が図書館か

ら隣接した場所にあること（初審認定事実第２の７(5)②イ）からす

れば、Ｂが図書館係の他の定時従業員と接触する機会が失われたわ

けではなく、組合活動上特段の不利益は認めがたい。

ウ 以上からすると、本件配転命令は、生協は図書の整理業務等を大学

から受託していた（初審認定事実第２の１(1)）ところであり、委託者

である大学等との良好な関係を維持するための配慮からも、円滑な業

務遂行のために、職場環境を改善する必要性があったということがで

き、Ｂが組合の組合員であること等を主な理由として行われたものと

いうことはできず、組合らの上記主張を採用することはできない。

したがって、本件配転命令が、Ｂが組合員であることを理由とした

不利益取扱いであるとはいえず、また、組合らの弱体化を企図した支
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配介入であるということもできないとした初審判断は相当である。

２ １４年度総代会へのＢの出席拒否は不当労働行為に該当するか否か（争

点２）について

(1) 組合らは、Ｂが総代会に参加することは労働組合の活動の一環として

正当な行為であるから、総代会への出席妨害は支配介入であって、不利

益取扱いでもある旨主張する（前記第３の１(2) 。これに対して、生協）

は、Ｂは生協組合員としての立場において１４年度総代会の議案に関す

る発言の機会を与えられなかっただけで、労働組合の活動が阻害された

わけではないから、総代会への出席拒否は不利益取扱いにも支配介入に

も該当しない旨主張する（同２(2) 。よって、以下検討する。）

(2)ア そこで、総代会入場拒否に関する生協の対応をみると、１４年６月

２５日、１４年度総代会の会場入口において、Ｂは、生協組合員証を

提示し総代会を「傍聴する権利」があるとして入場を求めたのに対し

て、生協は、雇用契約がないので総代会への出席はできないなどとし

て入場を拒否したものである（初審認定事実第２の８(2) 。生協の定）

款によれば 「大学内の諸団体に勤務するもの」は生協組合員の資格を、

有するとされ 「組合員が総代会に出席して発言を求めたときは、議長、

は総代会の承認を得てこれを許可することができる とされている 同」 （

８(2) 。）

イ しかしながら、総代会会場入口付近にいた生協職員のＢに対する総

代会会場への入場拒否は、Ｂと生協との間に１４年度雇用契約の更新

手続がなされていないため雇用契約が存在せず、したがってＢが生協

組合員であるとは考えずになされたものであることは上記のとおりで

ある。確かに、生協職員がそのように考えたことについては、本件配

転命令に関しいまだ係争中であったことから生協の対応にはやや慎重

さを欠く面はあるものの、Ｂに対する総代会入場拒否の理由が、同人
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が労働組合の組合員であることを理由としたものであったということ

はできず、結局不当労働行為に該当する不利益取扱いと判断すること

はできない。

なお、１４年７月５日の団体交渉の中で、生協が「Ｂは生協と雇用

契約を締結していないから生協の定時従業員ではなく、生協の組合員

でもない」との見解を示していること（初審認定事実第２の８(5)）か

らみても、当該生協職員がＢに対し上記のような対応を行ったことに

は無理からぬ事情が存在したということができる。

ウ また、組合らは、Ｂの総代会への参加は労働組合活動の一環として

正当な行為であると主張しているが、生協の事業計画等の審議を行う

（ ）、という総代会の本来的な性格からみても 初審認定事実第２の８(1)

労働組合の組合員がその立場において出席し発言することは想定され

ておらず、１４年度総代会において争議行為に関する報告が予定され

ていたことを考慮しても、総代会への出席は労働組合活動の一環であ

るとする組合らの主張は採用できない。

(3) 上記のとおりであるから、１４年度総代会へのＢの出席拒否は、同人

の組合活動等を理由とする不利益取扱いであるとはいえず、また、組合

らの組合活動に対する支配介入であるともいえない。

したがって、１４年度総代会へのＢの出席拒否が不当労働行為に該当

しないとした初審判断は相当である。

３ １４年度総代会におけるＣ専務理事の発言は不当労働行為に該当するか

否か（争点３）について

(1) 組合らは、Ｃ専務理事の発言は組合ないし組合活動に対する度を超し

た誹謗中傷発言であって、明らかな支配介入に当たると主張する（前記

第３の１(3) 。これに対して、生協は、Ｃ専務理事の発言は、総代に対）

する経営側の説明責任を果たすため、争議の経過と事実を報告するだけ
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のもので、組合らを誹謗中傷するものではなく、既に学内外で知られて

いた事実を報告したにすぎないものであって、労働組合活動を阻害する

意図でなされたものではない旨主張する（同２(3) 。よって、以下検討）

する。

(2)ア まず、１４年度総代会におけるＣ専務理事の発言内容についてみる

と、①組合については 「争議行為をして相手を屈伏させ解決金を取る、

という恐喝のプロ集団というように認識している 「反社会的な集団に」

屈してはいけない」などと表現し、②Ｂについては 「自分がこうと思、

ってしまったこと、信じてしまったことだけが事実であり、真実であ

って、それを批判・否定する者については全て敵であるという精神構

造の持ち主のようだ」などと表現するものであった（初審認定事実第

２の８(3) 。これは、生協が主張するような「争議の経過と状況等の）

事実を報告するだけのもの」という範囲にとどまるものではなく、組

合らの存在及び活動に対する社会的評価を低下させるものであるばか

りではなく、組合らに対する誹謗中傷に当たる。

なお、生協は、Ｃ専務理事の発言は当時学内外で一般的に言われて

いた事実を報告したにすぎないとも主張するが 「学内外で一般的に言、

われていた事実」であるか否かにかかわらず、このような発言が組合

らに対する誹謗中傷に当たるとの判断を覆すものではない。

イ また、生協は、１４年度総代会におけるＣ専務理事の発言は、生協

の総代会という限られた会の席における報告にすぎないとも主張して

いる（前記第３の２(3) 。）

しかしながら、総代には、生協従業員の総代だけではなく、学生総

代、大学院生総代、教員総代及び大学職員総代も含まれており、総代

会には総代以外の生協組合員も出席することができ、実際に１４年度

総代会には総代６２名と学生である生協組合員１名、さらに生協従業



- 28 -

員である書記２名が出席していたものである（初審認定事実第２の８

(4) 。このように、１４年度総代会は、生協が主張するような「限ら）

れた会の席」であるとはいえず、そこには労働組合の組合員資格を有

する生協従業員も参加していたのである。また、その構成等からする

と、総代会におけるＣ専務理事の発言や議事内容が総代や生協組合員

たる生協従業員に対し、また生協組合員を通じて広く外部者に伝わる

可能性は当然に存在したということができる。

ウ なお、Ｃ専務理事は、当時生協の業務を統括し執行する立場にあっ

たことからすると、同専務理事の発言は生協自体の発言と評価すべき

ものであり、組織としての生協の組合らに対する認識を反映したもの

といえる。

(3) 上記のとおりであるから、１４年度総代会におけるＣ専務理事の発言

は、組合らを誹謗中傷し、生協従業員の組合に対する不信や反感を醸成

するものであって、組合の組織運営に対する支配介入であり、労組法第

７条第３号の不当労働行為に該当する。

したがって、１４年度総代会におけるＣ専務理事の発言にかかる組合

らの再審査申立てには理由がある。よって、同専務理事の発言は不当労

働行為に当たらないとした初審命令を変更することとし、当委員会とし

ては主文１のとおり文書交付を命ずることとする。

４ 本件雇用関係終了通知は不当労働行為に当たるか否か（争点４）につい

て

(1) 組合らは、本件が労働委員会に係属中であったにもかかわらず、生協

が雇用契約を一方的に破棄したものであるから、本件雇用関係終了通知

（ ）。 、は不当労働行為に当たる旨主張する 前記第３の１(4) これに対して

生協は、本件配転命令が正当であることが法的に確定したことを前提と

して、Ｂに雇用契約書締結を求めたところ、同人は上記配転命令をなお
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不当なものとして配転命令前の図書館係に所属すべきものとして、自ら

の意思で雇用契約を締結しなかったので、本件雇用関係終了通知をした

、 （ ）。のであるから これは不当労働行為に該当しない旨主張する 同２(4)

よって、以下検討する。

(2) 本件雇用関係終了通知に至るまでの経緯をみると、①生協は、本件配

転命令が最高裁決定により確定するまでの間、本件配転命令を議題とす

る団体交渉には１４年７月６日以降応じていない（初審認定事実第２の

６(11)）ものの、Ｂに対して雇用契約締結を要求することはなく、生協

の提起した地位確認訴訟においてはＢとの雇用関係が継続していること

を認めていたこと（同９(1) 、②１７年３月１日の最高裁決定により、）

Ｂが外売係で勤務する地位にあることが確定したこと（同７(6) 、③同）

年３月１０日及び同月２４日、生協は、上記判決確定後、Ｂに２度にわ

たり外売係を勤務場所とする１７年度雇用契約書の締結を求めたが、同

人がこれに応じないため、契約不成立とみなし、１７年４月９日付けで

本件雇用関係終了通知を行ったこと（同９(2)、(3)）が認められる。

(3) 上記の経緯からすると、生協が１７年３月に至ってＢに対し１７年度

雇用契約書の締結を求めることとしたのは、最高裁決定によってＢが外

。売係で勤務する地位にあることが確定したことによるものと認められる

このような生協の対応は、使用者として裁判所の最終的な判断に依拠し

たものであって是認できる。これに対して、Ｂは、生協の雇用契約送付

に応ずることはなかったものであり、その後、生協は、Ｂに通知した２

度目の雇用契約返送期限（１７年４月２日）までに同人の回答がなかっ

、 。たことを理由として 本件雇用契約終了通知を行ったことが認められる

そうすると、生協が本件雇用関係終了通知を行うに至ったのは、Ｂが本

件配転命令先の外売係を業務内容とする雇用契約締結に応じなかった結

果であるといわざるを得ないのであり、これがＢの組合活動等を理由と
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するものであったとまでいうことはできない。

したがって、本件雇用関係終了通知は不当労働行為に該当しないとし

た初審判断は相当である。

５ Ｂの１７年度雇用契約問題等に関する団体交渉拒否（以下「本件団交拒

否」という ）は不当労働行為に該当するか否か（争点５）について。

(1) 組合らは、Ｂと生協との間には深刻な労働争議が存在していたのであ

るから、本件配転命令の有効性が法的に確定したとしても、生協にはＢ

に就労を命じるに当たって団体交渉に応諾すべき義務があり、本件団交

拒否は不当労働行為に当たる旨主張する（前記第３の１(5) 。これに対）

して、生協は、本件配転命令の有効であることが法的に確定したという

経過があるから、本件配転命令を拒否して図書館係での就労のみを前提

（ ）。 、とする団体交渉に応じる法的義務はない旨主張する 同２(5) よって

以下検討する。

(2) 本件団交拒否に至る経過をみると、組合は、生協が１７年３月１０日

にＢに対し１７年度雇用契約書を送付するとともに「期限内に返送され

ない場合は、貴殿に契約締結の意志がなく、契約がなされないことにな

り定時従業員としての地位を失うことになりますのでご注意ください」

と通知したこと（初審認定事実第２の９(2)）に対し、数次にわたって

１７年度雇用契約書等の問題について団体交渉を申し入れたが、生協が

これらを拒否したところ（同９(3) 、改めて１７年度雇用契約書等に関）

する団体交渉申入れ（ ２００５年度雇用契約について」及び「処分・配「

転問題について ）を行ったもの（同９(4)）である。」

これに対して、生協は本件団交拒否に当たって①１７年３月１日の最

高裁決定によりＢの就労場所は外売係であることは法的に争いがなくな

ったこと、②生協はＢに対し１７年度雇用契約書の締結を求めたが、Ｂ

は法的に確定した就労場所を不服として労働契約締結を拒否したことを
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団体交渉拒否の理由として挙げて、③Ｂが生協従業員としての地位を喪

失したことにより、生協は団体交渉申入れに応じる義務はないなどと主

張している（同９(4)ア 。）

そこで、生協の主張する以上の理由が組合との団体交渉を拒否する正

当な理由ということができるかについて判断すると、組合らは、Ｂの雇

用契約更新がないからといって同人の生協定時従業員としての身分が失

われたことにならないとして争っており、当時東京都労委において本事

件の審査が行われていたことからすると、Ｂの雇用契約を巡る問題の解

決を団体交渉によって図ることを排除する理由はないのであるから、生

協の言う上記各理由は団体交渉を拒否する正当な理由とはならない。ま

た、組合は、団体交渉申入れに当たり、Ｂの１７年度雇用契約のみを議

題とするのではなく、第１～３次懲戒処分や本件配転命令も含めた一連

の争議を「直ちに抜本的に解決」することを求めていた（同９(4)ア）の

であるから、上記の各理由のみでは生協が団体交渉を拒否する正当な理

由とはならない。

(3) しかしながら、初審命令交付後、１９年１１月８日にＢの雇用関係存

在確認反訴請求訴訟について同人の請求棄却判決が確定していること 初（

審認定事実第２の９(5) 、また、本件再審査において、組合は、最高裁）

決定により本件配転命令が有効であることが確定したとはいえ、Ｂは図

書館係での就労の意思表示をしており、外売係の就労場所には合意して

いないと主張し（前記第３の１(4) 、これに対し生協は、本件配転命令）

を明確に拒否して図書館係での就労のみを前提とし、司法判断を無視す

ることを求める団体交渉に応じる法的義務が生協に全くないと主張して

いること（同２(5) 、さらにＢは、確定判決があっても外売係での就労）

を受け入れる意思はない旨証言していることから、組合はあくまでも図

書館係における就労を要求し、生協は既にＢとの間に雇用関係はないと
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しており、両者の主張に歩み寄りの余地はないといわざるを得ない。

上記のことからすると、現時点でＢの１７年度雇用契約問題等を議題

とする団体交渉については、組合がＢの地位確認訴訟や雇用関係存在確

認訴訟の確定判決があったことを前提として交渉に臨むなどの事情変更

がない限り、１７年度雇用契約問題等について団体交渉により解決する

可能性はない。よって、組合は現時点において生協に１７年度雇用契約

問題等を議題とする団体交渉に応じることを要求することはできず、当

委員会としては本件団交拒否を不当労働行為ということはできないと判

断する。

したがって、Ｂの１７年度雇用契約問題等を議題とする団体交渉拒否

。は不当労働行為に該当しないとした初審判断は結論において相当である

以上のとおりであるので、初審命令主文を主文のとおり変更するほかは、本

件再審査申立てには理由がない。

よって、労働組合法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労

働委員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。

平成２０年３月１９日

中央労働委員会


